
令和８年度 ＰＴＡ活動方針 

 

 １．委員会活動 

     次の各委員会を組織し、各々の目的を達成するために研修・事業等の活動を行う 

    （１）総務委員会 

        ＰＴＡ全般にかかる企画・運営など 

    （２）学年委員会 

        学年ごとの活動の企画・運営など 

    （３）研修委員会 

        研修会参加、一高祭出店、体育祭・競技大会差入など 

    （４）健全育成委員会 

        マナーアップ・挨拶運動、巡視活動、研修会参加など 

    （５）広報委員会 

ＰＴＡ新聞「葭」の発行（年２回発行予定） 

        (進路対策委員会) 

        進路指導にかかわる研修会への参加（学年委員会が兼務） 

   

 ２．私学助成運動 

     保護者負担を軽減し教育の機会均等を実現するため、私立学校への公費助成増額を 

目指して署名活動を行い県知事・県議会・国会への陳情・請願活動に協力する 

 

 ３．関係諸団体との連携 

     青森県高等学校ＰＴＡ連合会、同 西北地区協議会、青森県私立高等学校保護者会 

連合会等との連携・協力を図る 

 

 ４．青森県私立高等学校保護者会連合会私学振興大会に参加協賛する 

 

 ５．生徒会活動（部活動）を助成する 


